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 各高齢者福祉施設・介護サービス事業所 管理者 殿 

 

奈良県医療・介護保険局介護保険課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

社会福祉施設等職員向け新型コロナウイルスに関するメンタルケア相談窓口の開設について 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染症対策への取組にご尽力いただき、ありがとうございます。 

社会福祉施設等は、コロナ禍においても感染防止対策を講じながら事業を継続していただいており、

コロナ禍の終息の見通しの立たない中、各施設の職員におかれては新型コロナウイルス感染症対策へ

の取組にご尽力いただき、ありがとうございます。 

以前にご連絡させていただいたとおり、県では８月４日から社会福祉施設等の職員のための新型

コロナウイルスに関するメンタルケア相談窓口を下記のとおり設置しています。 

つきましては、広報用のチラシ（データ）およびＨＰも作成いたしましたので、改めて貴施設・

事業所職員の皆様に周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

◆メンタルケア相談窓口 

◆メンタルケアに関する訪問相談支援・感染予防対策の訪問指導のコーディネート 

本業務は奈良県が奈良県臨床心理士会に委託して実施するものです。 

臨床心理士の資格を持った専門相談員が、電話相談や訪問相談等に対応します。 

相談内容等の秘密は守られます。（※訪問相談は児童福祉施設のみです） 
 

・電話番号： ０７４２－８１－８５２８ 

・相談対応時間 

  月曜日から金曜日：９時～１７時(受付終了時間：１６時３０分) 
   ※祝祭日、年末年始（12月 29日～1月 3日）除く 

・開設期間 
  令和２年８月４日～令和３年３月末（予定） 

・対象者 

  介護サービス事業所・施設の職員等 
（正規・非正規、職種を問わず、すべての職員を対象とします） 

    
 

詳細は別添チラシ（データ）、ＨＰをご確認ください。 

ＨＰアドレス： https://www.nsccp-covid19-wel.com 
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